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【内容】

【持ち物】

【担当課】

電話：072-807-7625

被爆者援護法等に基づく原爆被爆者及び被爆者２世を対象とする医療給付、手当給

付、健康診断等の申請手続きに関する相談ができます。

健康福祉部　保健予防課

必要な持ち物はありません。

原子爆弾被爆者援護制度各種申請受付に係る相談


